
ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他（内容
を６．（２）
に記入し
てくださ
い。）

ア．平成
２９年度
（平成３０
年度新入
学分）以
前

イ．平成
３０年度
（平成３１
年（令和
元年）度
新入学
分）

ウ．平成
３１年（令
和元年）
度（令和
２年度新
入学分）

エ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）以
降

オ．未定 ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他（内容
を６．（２）
に記入し
てくださ
い。）

ア．平成
２９年度
（平成３０
年度新入
学分）以
前

イ．平成
３０年度
（平成３１
年（令和
元年）度
新入学
分）

ウ．平成
３１年（令
和元年）
度（令和
２年度新
入学分）

エ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）以
降

オ．未定
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広島県 広島市 広島市教育委員会学事課 082-504-2469 gakujika@city.hiroshima.lg.jp http://www.city.hiroshima.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の実施案内に同封

広島県 呉市
呉市教育委員会　教育部　学校教育
課 0823-25-3453 gakukyou@city.kure.lg.jp https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/64/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広島県 竹原市 教育委員会学校教育課 0846-22-7753 gakkyou@city.takehara.lg.jp http://www.city.takehara.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

広島県 三原市 教育部　学校教育課 0848-67-6154 kyoiku@city.mihara.lg.jp
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kyouiku/s
yuugakuennjo.html ○ ○ ○ ○ ○

保護者宛に郵送する就学時健康診断の案内に，入学
前給付の案内・申請書を合わせて，送付している。

広島県 尾道市 教育指導課 0848-20-7474 ed-gakuji@city.onomichi.lg.jp
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/site/kyoiku
/1528.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広島県 福山市
福山市教育委員会　学校教育部　学
事課 084-928-1169 gakuji@city.fukuyama.hiroshima.jp

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosoda
te/141086.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学予定者のいる全家庭に案内を郵送

広島県 府中市 学校教育課 0847-43-7193
gakkyou_edu@city.fuchu.hiroshima.
jp

http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/kyoiku_i
inkai/gakkoukyoikuka/kyoiku/shogaku_chugaku/80
6.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学案内の書類とは別に保護者へ送付している。

広島県 三次市 学校教育課 0824-62-6344 gakkou@city.miyoshi.hiroshima.jp
http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/gakkou_m/shi
nsei2.html ○ ○ ○ ○ ○

広島県 庄原市
教育委員会　教育部　教育指導課　学
事係 0824-73-1183 edu-gakuji@city.shobara.lg.jp なし ○ ○ ○ ○ ○

広島県 大竹市
大竹市教育委員会事務局総務学事課
教育指導係 0827-59-2185 sougaku@city.otake.hiroshima.jp http://www.city.otake.hiroshima.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

次年度新一年生の保護者に対し，案内を送付してい
る。

広島県 東広島市 学校教育部　学事課 082-420-0975
hgh200975@city.higashihiroshima.l
g.jp

http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kosodate_ky
oiku/kyoiku/3/7031.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

広島県 廿日市市
廿日市市教育委員会 学校教育課　学
事グループ 0829-30-9202 gakkokyoiku@city.hatsukaichi.lg.jp

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/
57/ ○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の案内とともに案内を送付

広島県 安芸高田市 安芸高田市教育委員会　教育総務課 0826-42-0049 kyohikusohmu@city.akitakta.jp なし ○ ○ ○ ○ ○

広島県 江田島市 江田島市　教育委員会　学校教育課 0823-43-1900 gakkou@city.etajima.lg.jp
http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/procedre/pro
g_p03.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広島県 府中町 府中町教育委員会　　学校教育課 082-286-3271
gakkokyoiku@town.hiroshima-
fuchu.lg.jp なし ○ ○ ○ ○ ○

広島県 海田町 海田町教育委員会学校教育課 082-823-9216 gakkyo@town.kaita.lg.jp
https://www.town.kaita.lg.jp/site/kaitachokyouikuii
nkai/ ○ ○ ○ ○ ○

広島県 熊野町 学校教育課 082-820-5620 gakko@town.kumano.lg.jp http://www.town.kumano.hiroshima.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広島県 坂町 学校教育課 082-820-1524 gakukou@town.saka.lg.jp なし ○ ○ ○ ○ ○

広島県 安芸太田町 教育委員会　学校教育課 0826-22-1212 gakkokyoiku@akiota.jp なし ○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の結果通知の際に案内を同封。

広島県 北広島町 北広島町教育委員会生涯学習課 050-5812-1864
k-
syogaku@town.kitahiroshima.lg.jp http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

広島県 大崎上島町 教育委員会教育課 0846-64-2074 ksomu01@town.osakikamijima.lg.jp
http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/docs/
2014022000069/ ○ ○ ○ ○

広島県 世羅町 世羅町教育委員会　学校教育課 0847-22-0548 gakkou@town.sera.hiroshima.jp http://www.town.sera.hiroshima.jp/boe/ ○ ○ ○ ○ ○

広島県 神石高原町 教育課　教育係 0847-89-3341

jk-
gakkyo@town.jinsekikogen.hiroshi
ma.jp

http://www.jinsekigun.jp/town/introduction/format
ion/kyouiku/kyouiku/gakkou/gakkou/shugaku_enjo
/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

案内を対象者宛（就学予定者の保護者）に教育委員会
から郵送

Ⅰ　平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

カ．域
内の幼
稚園や
保育所
で案内
を配布

オ．学
校の入
学前説
明会の
際に案
内を配
布

エ．就
学時健
康診断
の際に
学校で
案内を
配布

ウ．就
学案内
の書類
に記載
又は就
学案内
の書類
とともに
配布

イ．自
治体の
広報誌
等に案
内を掲
載

ア．教
育委員
会の
ウェブ
サイト
に案内
を掲載

（１）平成２９年３月３１日の要保護児童生徒援助費補助金交付要綱の一部改正により，小学校入学前に支給した「新入学児童生徒学用品費等」についても国庫補助対象となりましたが，令和元
年７月時点の貴市区町村の実施（検討）状況について，あてはまるもの１つに○をしてください。

６．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

（３）　（１）①でア（入学前支給を行っている）に○をした場合，小学校入学前の者
に対する周知はどのように行っているか，あてはまるもの全てに○をしてくださ
い。

（４）　（３）でケに○をした場合，その内容を記載してくだ
さい。

ケ．そ
の他
（内容を
６．（４）
に記入
してくだ
さい。）

ク．民生
委員や
スクー
ルソー
シャル
ワー
カー等
から案
内を配
布

キ．域
内の小
中学校
で在校
生及び
保護者
に対し
て案内
を配布
（兄弟
姉妹が
いる場
合など）

（２）　（１）①及び③でエに○をした場合，その
内容を記載ください（小学校，中学校で内容が
異なる場合は分けて記載ください）。

＜小学校＞①　実施・検討状況について
＜小学校＞②　①でアと回答した場合は入学前支給
を導入した時期，イと回答した場合は導入開始を検
討（予定）している時期

＜中学校＞③　実施・検討状況について
＜中学校＞④　③でアと回答した場合は入学前支給
を導入した時期，イと回答した場合は導入開始を検
討（予定）している時期

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

①都道府県 ②市町村名



23 23

広島県 広島市

広島県 呉市

広島県 竹原市

広島県 三原市

広島県 尾道市

広島県 福山市

広島県 府中市

広島県 三次市

広島県 庄原市

広島県 大竹市

広島県 東広島市

広島県 廿日市市

広島県 安芸高田市

広島県 江田島市

広島県 府中町

広島県 海田町

広島県 熊野町

広島県 坂町

広島県 安芸太田町

広島県 北広島町

広島県 大崎上島町

広島県 世羅町

広島県 神石高原町

①都道府県 ②市町村名

0 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 0 0 0 9 7 14 9 12 6 2 6 0 0

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

オ．転出
者の早
期把握
（学校や
関係部
署との
連携・情
報共有）
に努め
る。

カ．既受
給者が
他市町
村に転
居してい
ないか、
確認を
徹底す
る。

キ．転入
時の就
学援助
制度の
周知を
徹底す
る。

ク．国や
都道府
県にお
いて，対
応方法
を統一
する。

ケ．その
他（内容
を６．（１
１）に記
入してく
ださ
い。）

エ．現
在、検
討中。

オ．その
他（内容
を６．
（９）に記
入してく
ださ
い。）

（９）　（８）でオに○をした場合，その内容を記載してく
ださい。

ア．受給
者に対
し，支給
額の返
還を求め
る。

イ．返還
は求め
ず，転居
先の市
町村に
対して，
支給済
みであ
る旨を
連絡す
る。

ウ．市町
村間の
連絡・情
報共有
を密に
する。

ウ．１０
月

エ．１１
月

オ．１２
月

カ．　１
月

Ⅰ　平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

６．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

（５）　（１）①③でア（入学前支給を行っている）に○をした場合，支給した時期（複
数回支給している場合は最初の時期）をお選びください。

（６）　（１）①③でウ（入学前支給を行っておらず，検
討もしていない）に○をした場合，入学前支給実施
に向けての課題を全てお選びください。

（８）　（１）①③でア（入学前支給を行っている）
に○をした場合，入学前支給を行った後に，当
該児童生徒が他市区町村に転居をするなど，
入学時に支給対象外となった際にはどのように
対応していますか。あてはまるもの１つに○をし
てください。

（１０）　（１）①③でア（入学前支給を行っている）に○をした場合，（８）の対応を行った
経験も踏まえ，二重支給や支給漏れを防止するためには，どのような対応が望ましい
と考えますか。あてはまるもの全てに○をしてください。

（１１）　（１０）でケに○をした場合，その内容を記載して
ください。

エ．支給
後の転居
などによ
り，二重
支給や支
給漏れが
発生する
恐れがあ
る。

オ．その
他（内容
を６．（７）
に記入し
てくださ
い。）

（７）　（６）でオに○をした場合，その内容を記載してくださ
い。

ア．受給
者に対
し，支給
額の返
還を求め
る。

イ．返還
は求め
ず，転居
先の市
町村に
対して，
支給済
みであ
る旨を
連絡す
る。

ウ．返還
は求め
ず，転居
先の市
町村か
ら問い
合わせ
があれ
ば支給
済みで
ある旨を
回答す
る。

キ．　２
月

ク．　３
月

ケ． ４
月初旬
（入学
式前）

ア．予
算の確
保が困
難

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
る。

ウ．認定
回数が増
えるなど
の事務業
務量が増
加する。

エ．保護
者に対し
て翌年度
転居する
予定等が
ないことを
確認，又
は転居す
る可能性
等がある
場合には
申請を控
えるよう周
知する。

ア．　８
月以前

イ．  ９
月


